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「北大阪急行線延伸整備事業に係る環境影響評価書」概要

１．事業計画

(1)事業者
の氏名お
よび住所

名 称：箕面市
代表者：箕面市長 倉田哲郎
所在地：大阪府箕面市西小路 4 丁目 6 番 1 号

1-1
名称：北大阪急行電鉄株式会社
代表者：取締役社長 岸本和也
所在地：豊中市寺内２丁目４番１号

(2)事業の
名称

北大阪急行線延伸整備事業 2-1

(3)事業の
目的

「北大阪急行線延伸整備事業」（以下、「本事業」という）は、難波、梅田、新大阪
と直結している北大阪急行線を千里中央駅から北に位置する船場地区、かやの中央地
区まで延伸するもので、箕面新都心、箕面森町等の開発による新たな輸送需要への対
応や大阪都心部へのアクセス時間短縮による都心部との結節強化を図るとともに、新
駅の設置により、既存の広域交通拠点である千里中央地区との機能分担を行うことで
北部大阪地域の広域交通拠点の機能を強化し、併せて新駅を中心とした都市拠点形成
促進や都市再生を図ることを目的とする。
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(4)事業計
画の内容

事業
計画地

事業計画地は、延伸事業の起点となる豊中市千里中央地区から終点と
なる箕面市かやの中央地区に位置している。

2-9
～10

延伸
距離

約 2.5km 2-9

用途
地域

市域の事業計画地は主に、準住居地域、商業地域に指定されている。
4-13
～14

事業
計画の
概要

本事業は、難波、梅田、新大阪と直結している北大阪急行線を千里中
央駅から北に位置する箕面市のかやの中央地区までの区間約 2.5km を
延伸するものであり、計画路線等の概要は以下のとおりである。

2-9
～13

計画路線等の概要
2-11

～13

項 目 内 容

路線

概要
千里中央駅から船場地区までの約 1.7km が地下区間に、
船場地区からかやの中央地区までの約 0.8km が高架区間
となる。

区間
（工事起点）豊中市新千里東町 1 丁目

（工事終点）箕面市西宿 1 丁目

主な経過地 豊中市新千里北町 1 丁目、箕面市船場東 1 丁目

線路数 2（複線）

施設 駅
（仮称）箕面船場駅（地下駅）

（仮称）新箕面駅（高架駅）

工事着手予定 平成 28 年度

開業予定 平成 32 年度

(5)環境保
全対策の
実施の方
針

工事
中

建設工事の実施に当たっては周辺地域に対する影響を軽減するため、
工事工程の平準化を図り、また、可能な限り最新の公害防止技術や工
法等を採用し、低公害型の建設機械等の採用に努める。

2-21

～25
供用
後

・軌道は、弾性枕木直結軌道など防音・防振効果のある軌道を敷設す

る。

・レールについては、極力ロングレールを敷設する。

・構造物等については、周辺において可能な部分は緑化等に努め、周

辺地域の都市景観と調和するよう、配慮する。
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２．地域の概況

３．環境影響評価項目の選定

(1) 環境影響要因の抽出

（5-1）

(1)～(8)人口、産業、
交通・運輸、土地利用
等

（略）
4-1
～24

(9) 法令等の状況
環境基本法等に基づく環境基準が設定されているほか、「騒音規
制法」等の法律、環境関連の府条例、市条例がある。

4-25
～45

(10)その他の事項 （略）
4-46
～86

区 分 環 境 影 響 要 因

施設の存在 ・施設の存在

施設の供用

・列車の走行

・関連車両の走行

・駅施設の供用

工事の実施

・建設機械の稼働

・工事関連車両の走行

・掘削等の土工
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(2) 環境影響評価項目の選定 （5-1～3）

環境影響評価を行う必要がある項目として、表 1 に示す項目を選定した。

表 1(1) 環境影響要因と環境影響評価項目の関連及び抽出結果

注：「○」は環境影響評価項目に選定した項目を、無印は影響を及ぼすおそれがない又はほとんどないと考

えられるため、環境影響評価項目に選定しなかった項目を示す。

環境項目 環境影響要因の内容

選定する理由

選定しない理由大項目 小項目

施
設
の
存
在

施設の

供用

工事の

実施

列
車
の
走
行

関
連
車
両
の
走
行

駅
施
設
の
供
用

建
設
機
械
の
稼
働

工
事
関
連
車
両
の

走
行

掘
削
等
の
土
工

大気質

環境

基準

設定

項目

二酸化窒素 ○ ○ ○

施設の供用に伴う関連車両の走行と、工事の実施
に伴う建設機械の稼働及び工事関連車両の走行に
より発生する排出ガスの影響が考えられることま
た、建設機械の稼働に伴う粉じん等の影響が考え
られることから、環境影響評価項目として選定す
る。なお、関連車両及び工事関連車両の走行によ
る粉じん等については、周辺道路は舗装されてお
り、タイヤ洗浄等の保全対策を行うことから影響
は想定されないため選定しない。

浮遊粒子状
物質

○ ○ ○

粉じん等 ○

水質・底質・地下水

施設の供用に伴う排水は公共下水道に放流する。
また、工事中に発生する雨水排水、湧水について
も、濁水処理等を行った後、公共下水道に放流す
る。よって、水質・底質、地下水に影響を与える
ような行為はないことから、環境影響評価項目と
して選定しない。

騒 音 騒音 ○ ○ ○ ○ ○

施設の供用に伴う列車及び関連車両の走行、駅施
設の空調設備等の稼働と、工事の実施に伴う建設
機械の稼働及び工事関連車両の走行により発生す
る騒音の影響が考えられることから、環境影響評
価項目として選定する。

振 動 振動 ○ ○ ○ ○

施設の供用に伴う列車及び関連車両の走行と、工
事の実施に伴う建設機械の稼働及び工事関連車両
の走行により発生する騒音の影響が考えられるこ
とから、環境影響評価項目として選定する。

低周

波音
低周波音 ○

施設の供用に伴う列車の走行により発生する低周
波音の影響が考えられることから、環境影響評価
項目として選定する。

悪 臭 悪臭
悪臭物質を発生させる施設・行為はないことか
ら、環境影響評価項目として選定しない。

地盤

沈下
地盤沈下 ○ ○

トンネルの存在、掘削等の土工により地盤沈下を
及ぼすことが考えられることから環境影響評価項
目として選定する。

土壌

汚染
土壌汚染 ○

建設工事中及び供用後ともに、土壌汚染を発生す
る計画及び行為はないものの、現状の土壌汚染の
状況を把握する必要があることから、環境影響評
価項目として選定する。

日照

阻害
日照阻害 ○

高架構造物等の存在による日照への影響が考えら
れることから、環境影響評価項目として選定す
る。
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表 1(2) 環境影響要因と環境影響評価項目の関連及び抽出結果

注：「○」は環境影響評価項目に選定した項目を、無印は影響を及ぼすおそれがない又はほとんどないと考え

られるため、環境影響評価項目に選定しなかった項目を示す。

環境項目 環境影響要因の内容

選定する理由

選定しない理由大項目 小項目

施
設
の
存
在

施設の

供用

工事の

実施

列
車
の
走
行

関
連
車
両
の
走
行

駅
施
設
の
供
用

建
設
機
械
の
稼
働

工
事
関
連
車
両
の

走
行

掘
削
等
の
土
工

電波

障害
テレビ電波障害 ○ ○

高架構造物等の存在、列車の走行により、電波障
害が発生するおそれが考えられることから、環境
影響評価項目として選定する。

気 象

風向・風速

事業計画地の一部は地下区間であり、高架区間に
ついては、地域風及びビル風等の発生源となるよ
うな高さではないため、環境影響評価項目として
選定しない。

気温

事業計画地の一部は地下区間であり、高架区間に
ついては、市街地の道路沿線であり、大規模な土
地改変・森林伐採等は行わないことから、環境影
響評価項目として選定しない。

地 象 地形、地質、土質

事業計画地には、重要な地形・地質が存在しない
ことから、環境影響評価項目として選定しない。

水 象

河川水象 工事中及び供用後ともに、河川の水象に影響を及
ぼす施設の計画及び行為はないこと、工事の実施
に伴い発生する雨水排水、湧水については公共下
水道に放流することから、環境影響評価項目とし
て選定しない。

湖沼水象

海域水象

陸域

生態系

陸生動物 事業計画地は市街地の道路沿線であり、動物、植
物の生息環境を改変しないことから、環境影響評
価項目として選定しない。

陸生植物

淡水生物

陸域生態系

海域

生態系

海域生物 事業計画地は海域から離れており、海域への影響
は想定されないことから、環境影響評価項目とし
て選定しない。海域生態系

人と自
然との
触れ合
いの活
動の場

人と自然との触れ
合いの活動の場

事業計画地は市街地の道路沿線であり、レクリエ
ーション施設等の消滅・改変はないことから、環
境影響評価項目として選定しない。

景 観

自然景観
高架構造物等の存在による景観の変化が考えられ
るが、箕面市都市景観条例に基づき周辺景観との
調和等について箕面市都市景観審議会で検討、審
議を行うことから環境影響評価項目として選定し
ない。

歴史的･文化的景観

都市景観

文化財

有形文化財等
事業計画地には指定文化財はなく、また事業計画
地は市街地の道路沿線であり、届出を要する周知
の埋蔵文化財包蔵地ではないことから、環境影響
評価項目として選定しない。埋蔵文化財

廃棄物

発生土

一般廃棄物 ○ 駅施設の供用に伴う廃棄物の発生及び土地の改変
等に伴う建設副産物（残土を含む）の発生が考え
られることから、環境影響評価項目として選定す
る。

産業廃棄物 ○ ○

発生土 ○

地球

環境

地球温暖化 ○ ○ ○ ○

駅施設の供用及び建設工事の実施に伴う建設機械
の稼働及び工事関連車両の走行による温室効果ガ
スの排出が考えられることから、環境影響評価項
目として選定する。

オゾン層破壊

オゾン層破壊物質については原則として使用しな
いことから、環境影響評価項目として選定しな
い。
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４．予測及び評価の結果

（6-1-1～62）

項目 評価の指針 評価結果

大

気

関連車両の走

行により発生

する排出ガス

の影響

・環境への影響を最小限に

とどめるよう、環境保全に

ついて配慮されていること

・環境基準、環境基本計画

及び大阪府環境総合計画等

に定める目標の達成と維持

に支障を及ぼさないこと

・大気汚染防止法及び大阪

府生活環境の保全等に関す

る条例等に定める規制基準

等に適合すること

道路交通騒音調査を行った沿道 4 地点のう

ち、交通量の増加する 2 地点

・二酸化窒素の日平均値の年間 98％値：

0.038ppm 以下

（環境基準値：0.04～0.06ppm のゾーン内

又はそれ以下）

・浮遊粒子状物質の日平均値の 2％除外値：

0.045mg/m3

（環境基準値：0.10mg/m3 以下）

・いずれの地点・項目についても、環境基

準値を下回る。

・環境保全について配慮の計画（略）

⇒評価の指針を満足するものと評価

建設機械等の

稼働により発

生する排出ガ

ス、粉じんの

影響

事業計画地及び周辺・工事最盛期

・二酸化窒素の日平均値の年間 98％値：

最大着地濃度地点の箕面船場駅周辺

0.058ppm

（環境基準値：0.04～0.06ppm のゾーン内

又はそれ以下）

・浮遊粒子状物質の日平均値の 2％除外値：

最大着地濃度地点の箕面船場駅周辺

0.047mg/m3

（環境基準値：0.10mg/m3 以下）

・いずれの項目についても、工事中の環境

濃度は環境基準値を下回る。

・粉じん

粉じんの飛散をもたらす可能性のある風速

5.5m/s 以上の風の年間出現率は 0.14％

→影響は極めて小さい。

・環境保全について配慮の計画（略）

⇒評価の指針を満足するものと評価

工事関連車両

の走行により

発生する排出

ガスの影響

工事関連車両主要走行ルート沿道： 3 地

点・

工事最盛期

・二酸化窒素の日平均値の年間 98％値：

0.043ppm 以下

（環境基準値：0.04～0.06ppm のゾーン内

又はそれ以下）

・浮遊粒子状物質の日平均値の 2％除外

値：

0.046mg/m3 以下

・いずれの項目についても、工事関連車両

による寄与濃度は小さく、主要な走行ルー

ト沿道における環境濃度は環境基準値を下

回る。

・環境保全について配慮の計画（略）

⇒評価の指針を満足するものと評価
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（6-2-1～44）

項目 評価の指針 評価結果

騒

音

列車の走行に

より発生する

騒音の影響

・環境への影響を最小限に

とどめるよう、環境保全に

ついて配慮されていること

・在来線鉄道の新設又は大

規模改良に際しての騒音対

策の指針を満足すること

「 等 価 騒 音 レ ベ ル （ Ｌ

Aeq）として、昼間（7 時

～22 時）については 60dB

以下、夜間（ 22 時～翌 7

時）については 55dB 以下

とする」を評価の指標

①近接軌道からの水平距離 12.5m、地上

1.2m 地点（指針で定められている評価地

点）

・予測結果：昼間 59dB、夜間 53dB

→全時間区分で評価の指標を満足

②近接軌道から水平距離で 25m 離れている

住居 1 地点

・予測結果：昼間 58～60dB、夜間 51～54dB

→全時間区分で環境保全目標値を満足

・環境保全について配慮の計画（略）

⇒評価の指針を満足するものと評価

関連車両の走

行により発生

する騒音の影

響

・環境への影響を最小限に

とどめるよう、環境保全に

ついて配慮されていること

・環境基準、環境基本計画

及び大阪府環境総合計画等

に定める目標の達成と維持

に支障を及ぼさないこと

「騒音規制法及び大阪府生

活環境の保全等に関する条

例等に定める規制基準等に

適合すること

道路交通騒音調査を行った沿道 4 地点のう

ち、交通量の増加する 2 地点

・予測結果：昼間 65dB 以下,夜間 63dB 以下

・道路交通騒音の増分：0dB

・全ての予測地点及び時間区分において、

環境基準値（昼間 70dB、夜間 65dB）及び要

請限度値（昼間 75dB、夜間 70dB）を下回

る。

⇒評価の指針を満足するものと評価

駅施設の供用

により発生す

る騒音の影響

事業計画地周辺の住居 1 地点

・予測結果：平日昼間 53dB、 平日夜間

49dB、休日昼間 52dB、休日夜間 47dB

・ 平 日・休日とも、夜間で環境 基準値

（45dB）を上回ったが、これは現況が環境

基準値を上回っているためである。

・駅施設からの到達騒音レベル は昼間

43dB、夜間 36dB であり、環境基準値と比較

して十分低く、施設からの騒音による環境

騒音の上昇は極めて小さい。

⇒評価の指針を満足するものと評価
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（6-2-45～6-3-51）

項目 評価の指針 評価結果

騒

音

建設機械等の

稼働により

発生する騒音

の影響

・環境への影響を最小限

にとどめるよう、環境保

全について配慮されてい

ること

・環境基準、環境基本計

画及び大阪府環境総合計

画等に定める目標の達成

と維持に支障を及ぼさな

いこと

・騒音規制法及び大阪府

生活環境の保全等に関す

る条例等に定める規制基

準等に適合すること

事業計画地周辺（敷地境界）・工事最盛期

・予測結果：防音シート等を敷地境界の地

盤面から 3m 高さで設置した場合、敷地境界

での到達騒音レベルは 85dB 以下となり、規

制基準を満足する。

・環境保全について配慮の計画（略）

⇒評価の指針を満足するものと評価

工事関連車両

の走行により

発生する騒音

の影響

工事関連車両主要走行ルート沿道： 3 地

点・

工事最盛期

・予測結果：昼間 64～72dB,夜間 59～67dB

・道路交通騒音の増分：0dB

・全ての予測地点及び時間区分において、

要請限度値（昼間 75dB、夜間 70dB）を下回

る。

・環境保全について配慮の計画（略）

⇒評価の指針を満足するものと評価

振

動

列車の走行に

より発生する

振動の影響

・環境振動を著しく上昇

させないこと

・在来鉄道の走行に伴っ

て発生する振動に係る環

境基準および規制基準が

ないため、振動感覚閾値

（55dB）を評価の指標

事業計画地周辺の住居 1 地点

・予測結果：平日休日の全時間区分で 50dB

・現況振動レベルに比べ 13～24dB 上昇

・振動感覚閾値である 55dB を下回ってい

る。

・環境保全について配慮の計画（略）

⇒評価の指針を満足するものと評価

関連車両の走

行により発生

する振動の影

響 ・環境への影響を最小限

にとどめるよう、環境保

全について配慮されてい

ること

・環境基本計画及び大阪

府環境総合計画等に定め

る目標の達成と維持に支

障を及ぼさないこと

・振動規制法及び大阪府

生活環境の保全等に関す

る条例等に定める規制基

準等に適合すること

道路交通騒音調査を行った沿道 4 地点のう

ち、等価交通量の増加する 1 地点

・予測結果：昼間 31dB 以下,夜間 25dB 以下

・道路交通振動の増分：0dB

・関連車両の走行による道路交通振動は、

全ての地点及び時間区分において要請限度

値を下回り、人間の振動の感覚閾値である

55dB を下回る。

・環境保全について配慮の計画（略）

⇒評価の指針を満足するものと評価

建設機械等の

稼働により

発生する振動

の影響

事業計画地周辺（敷地境界）・工事最盛期

・敷地境界での到達振動レベルは 75dB 以下

となり、規制基準を満足する。

・環境保全について配慮の計画（略）

⇒評価の指針を満足するものと評価

工事関連車両

の走行により

発生する振動

の影響

工事関連車両主要走行ルート沿道： 3 地

点・

工事最盛期

・予測結果：昼間 39dB 以下,夜間 33dB 以下

・道路交通振動の増分は、1dB 以下

・全ての地点及び時間区分において要請限

度値を下回り、人間の振動の感覚閾値であ

る 55dB も下回る

・環境保全について配慮の計画（略）

⇒評価の指針を満足するものと評価
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（6-4-1～6-7-11）

項目 評価の指針 評価結果

低

周

波

音

列車の走行に

より発生する

低周波音の影

響

・環境への影響を最小

限にとどめるよう、環

境保全について配慮さ

れていること

・大阪府環境総合計画

等に定める目標の達成

と維持に支障を及ぼさ

ないこと

事業計画地周辺の住居 1 地点

・1～20Hz の G 特性音圧レベル：84dB

ISO-7196 の知覚音圧レベル 100dB を下回

る。現況と比較すると 4～14dB の増加。

・ 1～ 80Hz の平坦特性音圧レベルの最大

値：88～89dB で一般環境中に存在する低周

波音の 50%時間率音圧レベルである 90dB を

下回る。

・環境保全について配慮の計画（略）

⇒評価の指針を満足するものと評価

地

盤

沈

下

地下区間での

施設の存在、

掘削等の土工

が地下水位及

び地盤へ及ぼ

す影響

・地盤沈下を進行させ

ないこと

・地下水利用に影響を

及ぼさないこと

・環境への影響を最小

限にとどめること

事業計画地（地下区間）及びその周辺・地

下構造物の完成時

・地下構造物の影響により、開削工法区間

の西側で最大 0.6ｍ～1.0ｍ程度の水位低下

・水位低下後の圧密層における上載圧は

240～242 kN/㎡程度であり、圧密降伏応力

（5,059 kN/㎡）の方が大きい。

・よって施設の存在に伴う地盤沈下は生

じない。

⇒評価の指針を満足するものと評価

事業計画地（地下区間）及びその周辺・

工事中

・地盤沈下の発生を極力少なくするよう

な工法・対策を用い施工管理を十分行う

・地盤等の監視、地盤の高さ測定、地下

水位の観測等を定期的に行い、施工管理

に反映し、地盤変形の未然防止に努め

る。

・よって環境への影響を最小限にとどめ

ることができる
⇒評価の指針を満足するものと評価

土
壌
汚
染

土地の改変が

土壌に及ぼす

影響

・環境への影響を最小

限にとどめるよう、環

境保全について配慮さ

れていること

・環境基本計画及び大

阪府環境総合計画等に

定める目標の達成と維

持に支障を及ぼさない

こと

事業計画地及び周辺（地下区間）・工事中

・土壌汚染については確認されなかった。

・土地利用調査の結果、土壌汚染を発生さ

せる施設は確認されなかった。

・環境保全について配慮の計画（略）

⇒評価の指針を満足するものと評価

日

照

阻

害

施設の存在に

伴い発生する

日影が日照の

状況に及ぼす

影響

・環境への影響を最小

限にとどめるよう、環

境保全について配慮さ

れていること

・日影時間が建築基準

法及び大阪府建築基準

法施行条例に定める趣

旨に適合するものであ

ること

事業計画地の高架区間周辺・施設存在時の

冬至日

・5 時間日陰線の発生はなく、4 時間日陰線

の範囲には家屋が立地していないことか

ら、建築基準法等に定める趣旨に適合して

いる。

⇒評価の指針を満足するものと評価

※実際の補償の必要が生じた場合において

は、さらに計画熟度が高まった段階で、窓

の向き等の詳細な調査を実施し、補償内容

を検討する必要がある。
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（6-8-1～6-9-11）

項目 評価の指針 評価結果

電

波

障

害

高架構造物の

存在、列車の

走行により発

生する電波障

害がテレビジ

ョン電波の受

信状況に及ぼ

す影響

・環境への影響を最小

限にとどめるよう、環

境保全について配慮さ

れていること

・電波受信の障害が生

じると予測される場合

は、適切に電波受信の

障害対策に配慮されて

いること

事業計画地の高架区間周辺・高架構造物の

完成時

・電波障害の影響を受ける可能性がある保

全対象施設は、計画路線西側で 5 軒

・本事業による電波障害の影響が発生する

までに、必要に応じて、ＣＡＴＶ加入など

の適切な措置を講じる。

⇒評価の指針を満足するものと評価

廃

棄

物

・

発

生

土

駅施設の供用

に伴い発生す

る廃棄物が周

辺地域の廃棄

物処理状況に

及ぼす影響

・環境への影響を最小

限にとどめるよう、環

境保全について配慮さ

れていること

・環境基本計画及び大

阪府環境総合計画等に

定める目標の達成と維

持に支障を及ぼさない

こと

・廃棄物の処理及び清

掃に関する法律に定め

る基準等に適合するこ

と

駅施設（箕面船場駅、新箕面駅）・施設供

用時

・年間の廃棄物の発生量：

箕面船場駅 8.4t、新箕面駅 16.9 t

・計画駅の合計 25.3 t は、大阪府で平成

22 年度に排出された廃棄物 1,796 万トンの

0.00014％に相当し、箕面市で排出された平

成 25 年 度 の 事 業 系 ご み 約 16,300t の

0.16％に相当する。

・発生する廃棄物の 44％が業者への委託処

理によりリサイクルされる。

・環境保全について配慮の計画（略）

⇒評価の指針を満足するものと評価

掘削等の土工

により発生す

る廃棄物及び

発生土が、事

業計画地周辺

地域の廃棄物

処理状況に及

ぼす影響

事業計画地・工事中

・建設廃棄物の発生量は、216,565t（建設

汚泥が 166,580 t）

・大阪府で平成 24 年度に排出された建設業

の産業廃棄物発生量 323.79 万トンの 6.7％

に相当

・リサイクル率は、建設汚泥では 14.7％と

な る が 、 そ れ 以 外 の 種 類 で は 89.9 ～

100％、全体では 32.6％となり、70,642ｔ

がリサイクルされる。

・建設発生土の発生量は、357,860t

・工事及び工事情報交換システムを活用し

た工事間の流用等によるリサイクルの実施

・環境保全について配慮の計画（略）

⇒評価の指針を満足するものと評価
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（6-10-1～16）

５．環境の保全のための措置 （略） （7-1）

項目 評価の指針 評価結果

地

球

環

境

関連車両の走

行により発生

する温室効果

ガスが地球環

境に及ぼす影

響

・環境への影響を最小

限にとどめるよう、環

境保全について配慮さ

れていること

・環境基本計画及び大

阪府環境総合計画等に

定める目標の達成と維

持に支障を及ぼさない

こと

事業計画地及び周辺・施設供用時

・関連車両の走行により発生する二酸化炭

素排出量は 3,650 t-CO２/年

・路線バスの廃止により減少する二酸化炭

素量 584 t-CO２/年

・上記を差し引いた二酸化炭素量は 3,066

t-CO２/年は大阪府で 2010 年度に排出された

運輸部門の二酸化炭素量 741 万 t/年 の

0.041％に相当

・箕面市で平成 21 年度に排出された二酸化

炭素量約 45.4 万 t-CO２/年の 0.7％に相当

・環境保全について配慮の計画（略）

⇒評価の指針を満足するものと評価

駅施設の供用

に伴い、エレ

ベーター、エ

スカレーター

の稼働により

発生する温室

効果ガスが地

球環境に及ぼ

す影響

駅施設（箕面船場駅、新箕面駅）・施設供

用時

・年間の二酸化炭素排出量は約 165ｔ

・省エネルギー機器を採用による年間の削

減量 33ｔ

・環境保全について配慮の計画（略）

⇒評価の指針を満足するものと評価

建設機械の稼

働により発生

する温室効果

ガスが地球環

境に及ぼす影

響

事業計画地及び周辺・工事中

・建設機械の稼働による二酸化炭素排出量

は 7,057 t-CO２

・大阪府全体の二酸化炭素排出量 4,990 万

t /年の 0.01％に相当

・箕面市で平成 21 年度に排出された二酸化

炭素量約 45.4 万 t-CO２/年の 1.6％に相当

・環境保全について配慮の計画（略）

⇒評価の指針を満足するものと評価

工事関連車両

の走行により

発生する温室

効果ガスが地

球環境に及ぼ

す影響

事業計画地及び周辺・施設供用時

・工事関連車両の走行による二酸化炭素排

出量は 24,532 t-CO２

・大阪府全体の二酸化炭素排出量 4,990 万

t /年の 0.05％に相当

・箕面市で平成 21 年度に排出された二酸化

炭素量約 45.4 万 t-CO２/年の 5.4％に相当

・環境保全について配慮の計画（略）

⇒評価の指針を満足するものと評価
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６．環境影響評価実施計画書に関する箕面市環境部局意見と事業者の見解（1） （8-1）

箕面市環境部局意見
箕面市環境部局意見に対する

事業者の見解

（１）大気質

施設の供用に伴う関連車両の走行と工事の実施に
伴う建設機械の稼動及び工事用車両の走行により発
生する排出ガスの影響を評価するとなっているが、
特に建設工事については、建設機械の稼動が最大と
なる時期を想定するとともに、工事現場近傍への影
響について環境保全の配慮も含め適切に評価するこ
と。

事業計画に基づき建設機械の稼動が最
大となる時期を想定し、工事現場近傍へ
の影響について環境保全の配慮も含め適
切な評価に努めた。

施設の供用における関連車両の走行の影響につい
ては、駅利用者の需要予測等については最新データ
を使用し、最新手法に基づいて評価をすること。

施設の供用における関連車両の走行に
伴う大気質、騒音、振動、地球環境への
影響予測においては、箕面市の需要予
測、鉄道延伸に伴うバス交通網再編によ
る走行台数の変化量を使用した。

箕面市の環境モニタリング調査の測定データを使
用し本事業の大気質を評価する場合、近隣の常時測
定局のデータと比較する等より精度の高いデータの
確保に努めること。

大気質への影響予測においては、箕面
市の環境モニタリング調査の測定データ
を、近隣の吹田市消防局、池田市立南畑
会館局のデータと比較して妥当性を検討
した上で予測に使用した。

（２）騒音、振動、低周波音

予測地点については、沿線の近接する住宅の立地
状況を考慮し選定すること。

予測地点については、沿線の近接する
住宅を選定して予測評価を行った。

施設の供用及び工事の実施における道路交通騒
音、振動等の予測については、現地調査で得られた
現況の騒音、振動レベル等の結果を踏まえ影響予測
を行い、評価すること。

道路交通騒音・振動の予測について
は、現地調査で得られた現況の騒音、振
動レベルを使用して予測評価を行った。

列車の走行に伴う影響予測に当たっては、既存デ
ータや類似の施設の現況データ等の集積に努め、予
測精度の向上を図り評価すること。

列車の走行に伴う影響予測において
は、北大阪急行の既存路線において現地
測定したデータを使用して、予測評価を
行った。

騒音・振動・低周波音の予測の結果を踏まえ、必
要に応じて具体的な環境保全対策の検討を行い準備
書に記載すること。

事業計画に基づき騒音・振動・低周波
音を予測した結果を踏まえ、工事中の建
設機械の同時稼働のできる限りの回避
等、環境保全対策の検討を行い準備書に
記載した。

（３）地盤沈下

予測に当たっては、施工場所の地盤の状況等に関
するデータの集積に努め、予測精度の向上を図り評
価すること。

施工場所の地盤の状況等については、
「一般国道 432 号土質調査委託（その
１）報告書」（平成 24 年 9 月）等、最
新の知見を活用し予測評価を行った。

地下構造物による影響が考えられることから、地
下水位の変動等について、影響予測を行い評価する
こと。また、地盤監視など施工管理体制について、
準備書に記載すること。

地下構造物による影響として地下水位
の変動等の影響予測を行い評価した。ま
た、地盤監視など必要な環境保全措置を
準備書に記載した。
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６．環境影響評価実施計画書に関する箕面市環境部局意見と事業者の見解（2） （8-2）

箕面市環境部局意見
箕面市環境部局意見に対する

事業者の見解

（４）土壌汚染

関係法令等に基づき履歴調査等を行い調査の結果
を準備書に記載すること。また、土壌汚染が確認さ
れた場合は、その対策等を準備書に記載すること。

事業計画地の過去の土地利用状況を調
査し、調査の結果を準備書に記載した。
また、工事により土壌汚染が確認された
場合の対策を準備書に記載した。

（５）電波障害

受信障害が予測される地域への対策について準備
書に記載すること。

受信障害が予測された地域について
は、必要な対策を準備書に記載した。

（６）廃棄物・発生土

建設工事に伴い発生する廃棄物及び残土の発生
量、最終処分量等を示すとともに、リサイクル等の
環境保全対策について準備書に記載すること。

建設工事に伴い発生する廃棄物及び残
土の発生量、最終処分量については、事
業計画に基づき示すとともに、リサイク
ル等の環境保全対策については、準備書
に記載した。

施設の供用に伴い発生する廃棄物について予測・
評価をすること。

駅施設の供用に伴い発生する廃棄物に
ついて、北大阪急行の既存駅において現
地測定したデータを使用して予測評価を
行った。

（７）地球環境

工事中の温室効果ガスの排出を抑制するため、二
酸化炭素の発生が少ない重機の使用等に努めるこ
と。

工事中の温室効果ガスの排出を抑制す
るため、工事計画において検討し、二酸
化炭素の発生が少ない重機の使用等に努
める。

施設の供用に伴い発生する温室効果ガスの排出を
抑制するため、省エネに配慮した設備の導入等に努
めること。

施設の供用に伴い発生する温室効果ガ
スの排出を抑制するため、設備計画にお
いて検討し、省エネに配慮した設備の導
入等に努める。

（８）その他

① 水質、地下水、水象

工事中の排水等を公共下水道に放流するに当たっ
ては、関係機関と協議を行い、公共用水域に影響が
ないよう留意すること。

工事中の排水等を公共下水道に放流す
るに当たっては、関係機関と協議を行
い、公共用水域に影響がないよう留意す
る。

② 景観

本事業では、北摂山系の自然景観、都市景観の変
化が考えられる事から箕面市都市景観条例等を遵守
するとともに、事業実施に当たっては市の景観担当
部局等と綿密に協議を行うこと。

本事業では、高架の整備等により北摂
山系の自然景観、都市景観の変化が考え
られる事から箕面市都市景観条例等を遵
守するとともに、事業実施に当たっては
市の景観担当部局等と綿密に協議を行
う。

③ 文化財

工事中に、文化財等を発見した時は教育委員会に
報告するとともにその指示に従うこと。

工事中に、文化財等を発見した時は速
やかに教育委員会に報告するとともにそ
の指示に従う。
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７．環境影響評価準備書に対する箕面市環境部局意見と事業者の見解（1） （9-1）

箕面市環境部局意見
箕面市環境部局意見に対する

事業者の見解

（１）全般的事項（大気、騒音、振動、低周波音)

本工事は大規模かつ夜間を含めた工事が長期
間続くため、工事実施にあたっては周辺環境へ
の配慮に努めること。

工事実施にあたっては、周辺地域に対する影
響を軽減するため、可能な限り最新の公害防止
技術や工法等を採用し、低公害型機材を使用す
る。工事計画の策定に当たっては、建設工事が
一時期に集中しないよう、工事工程や搬出入の
時間帯を調整し、平準化に努める。夜間工事の
実施に当たっては、関係地域と協議等を行って
適宜工事内容に反映を行い、周辺環境への配慮
に努める。

工事工程を適切に管理することにより工事関
連車両の台数の削減や交通量の平準化、通行ル
ートの分散化等を図り工事関連車両の周辺への
影響が低減するよう努めること。

工事工程等を適切に計画・管理することで工
事関連車両の台数の削減や交通量の平準化、通
行ルートの分散化等を図るとともに、周辺の道
路事情を把握して計画・管理に反映を行い、周
辺への影響が低減するよう努める。

（２）騒音、振動、低周波音

騒音等への新たな影響が懸念される場合は、
必要に応じて調査を行うこと。また、その結果
を踏まえ適切な対策等を講じること。

事業計画地に近接する地域等において、鉄道
の供用により騒音等について新たな影響が懸念
される場合は、適宜調査・検討を行い、必要に
応じて適切な環境保全措置を講じることとす
る。

（３）地盤沈下

本事業は、大規模な地下構造物の設置を伴う
事業であることから、地盤調査に基づく解析、
検討を十分行うこと。

地盤調査に基づく解析、検討を十分行い、工
法、対策、施工管理に反映し、地盤変形等の防
止に努める。

（４）土壌汚染

掘削土砂等に土壌汚染が認められた場合には
適切な対策を講じること。

建設工事中において、土壌汚染が確認された
場合には法律及び条例に基づき適切な対策を講
じ、土壌汚染の拡散防止に努める。

（５）日照阻害

住環境を保護する建築基準法の趣旨を踏ま
え、沿線住民等に対して新たな影響が懸念され
る場合は、適切な対応を図ること。

事業実施段階において、沿線住民等に対して
新たな影響が懸念される場合は、「公共施設の
設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る
費用負担について」を踏まえ、適切な対応措置
を講じる方針とする。

（６）電波障害

電波障害の発生が認められる場合は速やかに
適切な対策を講じること。

事業実施段階において、本事業による影響に
より対策が必要と確認された地域については、
速やかに共同受信施設の再設置、若しくは都市
型 CATV への加入等の適切な対策を行う。
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７．環境影響評価準備書に対する箕面市環境部局意見と事業者の見解（2） （9-2）

８．対象事業を実施するに当り必要な法令の規定による許認可等の種類 （略） （11-1）

箕面市環境部局意見
箕面市環境部局意見に対する

事業者の見解

（７）廃棄物・発生土

駅施設から発生する廃棄物については、減量
化・リサイクルを推進する観点から適正に分別
収集し、再資源可能なものについては極力リサ
イクルに回すこと。

駅施設から発生する廃棄物については、新
聞・雑誌類、飲料の缶・ペットボトル等の分別
用ごみ箱を設置し、利用者に分別排出を呼びか
け、再資源化や適正処理に資するよう分別収集
に努め、再生利用及び再生資源化を実施できる
業者へ委託処分する。

工事により発生する土砂等については、工事
区間等での再利用を積極的に図り、処分量を最
小限に抑制すること。

工事により発生する土砂については、植栽マ
ウンド、埋戻し利用、盛土材等として有効利用
を検討するよう工事施工業者に周知徹底する。

（８）地球環境

施設・設備の供用に伴い発生する温室効果ガ
スの排出を抑制するため、省エネに配慮した設
備の導入に努めること。

施設の供用に伴い発生する温室効果ガスの排
出を抑制するため、設備計画において検討し、
省エネに配慮した設備の導入等に努める。

工事中の温室効果ガスの排出を抑制するた
め、二酸化炭素の発生が少ない重機の使用に努
めること。

工事中の温室効果ガスの排出を抑制するた
め、工事計画において検討し、二酸化炭素の発
生が少ない重機の使用等に努める。

（９）その他

① 水質、地下水、水象

工事中及び供用後の排水等を公共下水道に放
流するにあたっては、関係機関と協議を行い、
公共用水域に影響がないよう留意すること。

工事中及び供用後の排水等を公共下水道に放
流するにあたっては、関係機関と協議を行い、
公共用水域に影響がないよう留意する。

② 景観

本事業では、都市景観等への影響が考えられ
ることから箕面市都市景観条例等を遵守すると
ともに、事業実施にあたっては市の景観担当部
局と協議を行うこと。

本事業では、高架の整備等により都市景観等
への影響が考えられることから箕面市都市景観
条例等を遵守するとともに、事業実施に当たっ
ては市の景観担当部局等と協議を行い、周辺景
観との調和が保たれるよう配慮を行う。

③ 文化財

工事中に、文化財を発見した時は教育委員会
に報告するとともにその指示に従うこと。

工事中に、文化財等を発見した時は速やかに
教育委員会に報告するとともにその指示に従
う。

④ 工事の対応

工事期間・工事内容について沿線の住民に対
し事前説明を行うとともに、環境保全上の問題
発生の未然防止に努めること。また、苦情など
が発生した場合、迅速、的確に対応できる体制
を確立すること。

工事実施に当たっては、沿線の住民に対し事
前説明を行い、住民から聴取した意見を検討
し、適宜工事期間・工事内容への反映を行い、
環境保全上の問題発生の防止に努める。また、
苦情などが発生した場合、迅速、的確に対応で
きる体制を確立する。


